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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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種
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金
受
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の
現
況
届
に
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う
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存
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明
方
法
の
改
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に
関
す
る
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主
意
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し
か
し
、
こ
の
方
法
は
手
続
が
繁
雑
な
こ
と
か
ら
受
給
者
（
高
齢
者
が
多
い
。
）
に
肉
体
的
、
経
済
的
負
担
と
な

つ
て
い
る
こ
と
、
市
区
町
村
の
窓
口
に
お
い
て
も
一
時
期
に
受
給
者
が
殺
到
す
る
こ
と
か
ら
他
の
事
務
に
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
社
会
保
険
庁
自
身
の
業
務
量
の
増
大
で
職
員
の
労
働
強
化
に
な
つ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
こ
の
証
明
方
法
の
改
善
が
各
方
面
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

各
種
年
金
受
給
者
の
現
況
届
に
伴
う
生
存
証
明
の
方
法
は
、
現
在
、
社
会
保
険
庁
か
ら
の
通
知
に
よ
つ
て
受
給

者
が
市
区
町
村
に
出
向
い
て
証
明
を
取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
社
会
保
険
庁
に
返
送
す
る
と
い
う
形
に
な
つ
て
い 

る
。 

一 

各
種
年
金
受
給
者
の
現
況
証
明
に
係
る
生
存
証
明
の
方
法
は
、
社
会
保
険
庁
が
直
接
市
区
町
村
に
依
頼
し
、 

 
よ
つ
て
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
。 

各
種
年
金
受
給
者
の
現
況
届
に
伴
う
生
存
証
明
方
法
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

市
区
町
村
が
一
括
し
て
回
答
す
る
方
式
に
改
め
た
方
が
、
経
費
の
面
か
ら
も
能
率
の
面
か
ら
も
合
理
的
で
あ 

る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

二 

そ
の
際
、
一
部
の
市
区
町
村
で
受
給
者
か
ら
徴
収
し
て
い
た
手
数
料
は
こ
れ
を
廃
止
し
、
一
括
事
務
に
要
す

る
費
用
に
つ
い
て
は
別
途
国
が
予
算
措
置
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


